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2025年 11月 10日 

住友生命保険相互会社 

11 月 11日は“介護の日” 

スミセイ「親の介護の備えに関するアンケート」

～８割が将来の親の介護に不安を感じるも７割超が備えなし、親の資産管理対策も進まず～ 

住友生命保険相互会社（取締役 代表執行役社長 高田 幸徳）は、親の介護の備えに関す

るアンケートを実施しました。 

◆調査結果の概要（詳細は別紙参照） 

〇将来の親の介護への不安は約８割。仕事と介護の両立は６割超が“不可能”とし、

「職場の支援制度の不足」よりも「代替要員の不足」を懸念（３～７ページ） 

将来、親が要介護者になった場合の介護について、約８割（80.7％）が不安を感

じており、「公的介護保険制度の知識がない」（42.8％）、「仕事と介護の両立」（40.9％）

等が要因となっている。仕事と介護の両立は、６割超（63.9％）が“不可能”と回答し、

理由で最も多かったのは「代替要員がいない」（43.7％）だった。特に 40 代以上で

は約５割を占め、重要な役割を担う人材の不足がうかがえる。 

職場の両立支援のうち、休業・休暇や柔軟な働き方を実現する制度は２割以上が

認知しているが、３割超（35.2％）は「どのような制度があるか知らない」だった。 

〇７割超（75.2％）が親の介護の備えなし。“親の希望”および“実際の対応”は、い

ずれも“自宅での家族による介護”が最重視されている（８～11ページ） 

親が要介護状態になった場合の対応について「決まっていること・把握している

ことはない」は７割超（75.2％）。介護の備えを始めるべきだと思う親の年齢は平均

70.0歳だったが、“備えなし”のうち親が 70歳以上の方は６割（62.3％）を占めた。 

親は、介護をする人は“配偶者または子ども”（75.2％）を、生活する場所は“自宅”

（76.3％）を希望し、実際の対応（予定含む）も“配偶者または子ども”（72.1％）と

“自宅”（68.5％）が多い。“親の希望”より“実際の対応”が高かったのは「介護職員」

（6.7pt差）と「介護施設」（12.4pt差）で、親の希望をかなえられない現実が表れた。 

〇判断能力低下で親の資産が凍結？！事前の対策が必要だが、資産凍結リスクの存

在を知っていても約４割が対策をとらず（12～14ページ） 

親の判断能力が低下した場合、資産凍結されることを「知っている」は約４割

（43.3％）。凍結されると、家族でも親の生活費の引き出しや介護費用等の送金がで

きなくなるが、資産凍結リスクに備えていない方の約４割（37.1％）は「特に対策

を行わない」としている。理由として、「成年後見制度は柔軟な財産管理・資産運用

ができない」（40.4％）、「制度の内容が難しく理解できない」（16.9％）、「初期費用

が高い」（12.9％）等が挙げられ、親の資産管理対策の難しさが浮き彫りになった。 
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【 調査概要 】 

 

１．調査期間 ：2025年９月４日～９月８日 

２．調査方法 ：インターネット応募による選択方式および自由記入方式 

３．調査対象 ：1,000人 

（全国の 20代～60代・会社員（正規雇用の会社員・公務員）・ 

60歳以上の親がいる、または親が要介護状態だったことがある男女） 

※本調査における「親」には、婚姻による義理の親を含んでいない。 

  

調査対象者の内訳（人） 

 

 

【 目次 】 

 

１． 将来の親の介護に対する不安 

ａ．将来の親の介護に対する不安とその要因     ３～４ページ 

ｂ．仕事と介護の両立の可否       ５～７ページ 

 

２．介護の理想（親の希望）と現実（実際の対応） 

ａ．介護の備えを始める時期       ８～９ページ 

ｂ．親の希望と実際の対応（予定含む）    10ページ 

ｃ．介護費用       11ページ 

 

３．親の資産の管理方法 

ａ．親の判断能力の低下と資産凍結      12ページ 

ｂ．資産凍結リスクへの備え方      13～14ページ 

  

 20 代 30代 40代 50代 60代 全体 

男性 100 100 100 100 100 500 

女性 100 100 100 100 100 500 

合計 200 200 200 200 200 1,000 

別紙 



 3 

【 調査結果 】 

 

１．将来の親の介護に対する不安 

ａ．将来の親の介護に対する不安とその要因 

将来、親が要介護者になった場合の介護について、約８割（80.7％）が“不安”（「非

常に不安」（31.5％）、「不安」（28.9％）、「少し不安」（20.3％）の計）と回答しまし

た。“不安”の数値は、男女別では女性（83.0％）が、年代別では 40代（85.0％）が

高くなっています。 

 

◆将来、親の介護が必要になることがあるかもしれません。 

介護に対する不安はありますか。 

＊親が要介護状態だったことがある方は、介護が始まる前のことについて回答 

  

(n) (%)

全　体 1,000

男性 500

女性 500

20代 200

30代 200

40代 200

50代 200

60代 200

性
別

年
代

31.5

28.4

34.6

27.0

30.0

35.0

32.5

33.0

28.9

29.4

28.4

30.0

23.0

30.5

31.0

30.0

20.3

20.6

20.0

24.5

23.0

19.5

19.5

15.0

19.3

21.6

17.0

18.5

24.0

15.0

17.0

22.0

非常に不安 不安 少し不安 特に不安を感じない

不安：80.7％ 
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親の介護に対する不安要素として、４割以上が「公的介護保険制度の知識がない」

（42.8％）、「仕事と介護の両立」（40.9％）を挙げました。さらに、「介護費用等の経

済的負担」（37.1％）、「精神的負担の大きさ」（36.8％）、「肉体的負担の大きさ」（30.6％）

も３割以上が懸念しています。 

男女別で約 10pt の差が出たのは、「仕事と介護の両立」、「精神的負担の大きさ」、

「肉体的負担の大きさ」で、いずれも女性の方が不安視しています。年代別では、「仕

事と介護の両立」は 30代以上が、「介護費用等の経済的負担」は 40代以上が高くな

りました。「公的介護保険制度の知識がない」、「介護サービスや施設の情報収集方法

がわからない」、「介護サービスや施設の利用方法がわからない」といった情報に関す

る項目は 60代が低く、他年代よりも知識・情報を得ていると考えられます。 

 

◆介護に関する不安について、あてはまるものをお答えください。（複数回答可） 

＊将来の親の介護に対して「非常に不安」「不安」「少し不安」との回答者を対象 

＊親が要介護状態だったことがある方は、介護が始まる前のことについて回答 

 

  

(n)

公
的
介
護

保
険
制
度
の

知
識
が
な

い

仕
事
と
介

護
の
両
立

介
護
費
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の
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的
負
担

精
神
的
負

担
の
大
き
さ

肉
体
的
負

担
の
大
き
さ

必
要
な
介

護
サ
ー

ビ
ス
を

受
け
る
こ

と
が
で
き
る
か

介
護
サ
ー

ビ
ス
や
施
設
の

情
報
収
集

方
法
が
わ
か
ら
な

い

介
護
サ
ー

ビ
ス
や
施
設
の

利
用
方
法

が
わ
か
ら
な
い

介
護
の
ス

キ
ル
不
足

遠
距
離
介

護
に
な
る

協
力
や
相

談
が
で
き
る

家
族
や
親

族
が
い
な
い

家
族
や
親

族
の

理
解
を
得

ら
れ
な
い

そ
の
他

全　体 807 42.8 40.9 37.1 36.8 30.6 27.8 24.5 23.7 20.4 14.0 13.9 7.2 0.6

男性 392 44.4 35.7 36.0 31.9 25.3 26.8 23.7 20.9 16.1 14.0 11.0 6.9 0.0

女性 415 41.2 45.8 38.1 41.4 35.7 28.7 25.3 26.3 24.6 14.0 16.6 7.5 1.2

20代 163 46.6 32.5 23.9 28.8 25.8 27.6 22.7 23.9 20.2 11.7 14.7 10.4 1.2

30代 152 44.1 43.4 36.8 43.4 34.9 27.6 28.9 22.4 25.0 12.5 17.8 9.2 0.7

40代 170 45.3 41.8 41.2 35.9 32.9 32.9 27.6 28.8 22.4 15.3 10.6 6.5 0.6

50代 166 42.8 45.8 40.4 38.0 32.5 27.1 25.3 25.3 18.1 15.1 13.9 3.0 0.0

60代 156 34.6 41.0 42.9 38.5 26.9 23.1 17.9 17.3 16.7 15.4 12.8 7.1 0.6

性
別

年
代

42.8
40.9

37.1 36.8

30.6
27.8

24.5 23.7
20.4

14.0 13.9

7.2

0.6
0%

10%

20%

30%

40%

50%

全 体
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ｂ．仕事と介護の両立の可否 

６割超（63.9％）が“不可能”（「どちらかといえば不可能」（37.1％）、「不可能」

（26.8％）の計）との回答でした。年代別で見ると、“不可能”は社会的責任が重く

なる 30代～50代でやや高くなっています。 

 

◆あなたの職場では仕事と介護の両立は可能ですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(n) (%)

37.1

可能 どちらかといえば可能 どちらかといえば不可能 不可能

不可能：63.9％ 
(n) (%)

全　体 1,000

男性 500

女性 500

20代 200

30代 200

40代 200

50代 200

60代 200

性
別

年
代

5.8

4.8

6.8

7.5

4.0

4.5

5.5

7.5

30.3

28.2

32.4

31.5

28.0

31.0

27.0

34.0

37.1

38.0

36.2

33.0

34.0

40.5

42.0

36.0

26.8

29.0

24.6

28.0

34.0

24.0

25.5

22.5

可能 どちらかといえば可能 どちらかといえば不可能 不可能
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職場における仕事と介護の両立が“不可能”との回答者にその理由を聞いたところ、

「代替要員がいない」（43.7％）がトップで、40代以上は約５割を占めており、企業

において重要な役割を担う管理職やリーダー、後進育成等の重要な役割を担う人材

の不足がうかがえます。２位は「職場の支援制度が不足している」（34.4％）、３位は

「相談する部署・窓口がわからない」（20.7％）でした。また、支援制度の利用によ

って、「収入が減る」（20.0％）、「人事評価に影響が生じる」（9.5％）ことも懸念され

ています。 

 

 

◆あなたの職場において仕事と介護の両立が困難だと思う理由をお答えください。 

（複数回答可） 

＊自身の職場では仕事と介護の両立が「どちらかといえば不可能」「不可能」との回答者を対象 

 

  

(n)

代
替
要
員
が
い
な
い

職
場
の
支
援
制
度
が

不
足
し
て
い
る

相
談
す
る
部
署
・

窓
口
が
わ
か
ら
な
い

支
援
制
度
を
利
用
す
る
と

収
入
が
減
る

制
度
の
活
用
度
が
低
い

上
司
の
理
解
が
得
に
く
い

同
僚
の
理
解
が
得
に
く
い

支
援
制
度
を
利
用
す
る
と

人
事
評
価
に
影
響
が
生
じ
る

そ
の
他

全　体 639 43.7 34.4 20.7 20.0 18.6 14.1 12.5 9.5 3.0

男性 335 43.3 31.3 21.5 17.3 17.0 11.9 9.3 9.3 2.7

女性 304 44.1 37.8 19.7 23.0 20.4 16.4 16.1 9.9 3.3

20代 122 29.5 29.5 24.6 23.0 21.3 10.7 7.4 13.9 4.1

30代 136 40.4 39.7 25.0 19.9 17.6 10.3 13.2 11.0 2.9

40代 129 47.3 32.6 21.7 23.3 16.3 16.3 10.9 10.9 3.1

50代 135 50.4 35.6 15.6 17.0 20.7 20.7 19.3 6.7 2.2

60代 117 50.4 34.2 16.2 17.1 17.1 12.0 11.1 5.1 2.6

性
別

年
代

43.7

34.4

20.7 20.0
18.6

14.1
12.5

9.5

3.0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

全 体
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介
護
休
暇

介
護
休
業

フ
レ
ッ

ク
ス
タ
イ
ム
制

テ
レ
ワ
ー

ク
の
導
入

所
定
外
労
働
の
制
限

時
間
外
労
働
の
制
限

所
定
労
働
時
間
の
短
縮
等

深
夜
業
の
制
限

介
護
サ
ー

ビ
ス
の
費
用
の
助

成
等
経
済
的
支
援

介
護
休
業
・
介
護
両
立
支
援

制
度
等
に
関
す
る

研
修
の
実
施

相
談
体
制
の
整
備

(

相
談
窓

口
設
置
）

介
護
休
業
・
介
護
両
立
支
援

制
度
等
の

利
用
促
進
に
関
す
る
方
針
の

周
知

介
護
休
業
取
得
・
介
護
両
立

支
援
制
度
等
の

利
用
の
事
例
の
収
集
・
提
供

そ
の
他

ど
の
よ
う
な
制
度
が
あ
る
か

知
ら
な
い

38.8

26.7

22.0
20.2

13.2 12.2 11.5
8.9

5.8
4.4 4.4 3.1 3.0

0.4

35.2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

全 体

職場の両立支援制度・体制について、３割超（35.2％）が「どのような制度がある

か知らない」でした。把握している制度は、１位が「介護休暇」（38.8％）、２位が「介

護休業」（26.7％）で、以下は柔軟な働き方を実現する「フレックスタイム制」（22.0％）、

「テレワークの導入」（20.2％）が続きました。 

2025 年改正の育児・介護休業法が４月に施行され、事業主に介護離職防止のため

の雇用環境整備、個別周知・意向確認が義務化されました。しかし、雇用環境整備と

して、いずれかの措置が義務化された４項目（グラフ、マーカー部分）はいずれも 5％

未満で、事業主のさらなる取組みが望まれます。 

 

◆あなたの職場の両立支援制度・体制について、知っているものをお答えください。（n=1,000）

（複数回答可） 

 

 

  

改正育児・介護休業法 

事業主はいずれかの措置を 

講じなければならない 



 8 

２．介護の理想（親の希望）と現実（実際の対応） 

ａ．介護の備えを始める時期 

親が何歳のときに介護の備えを始めるべきかを聞いたところ、70 代が約４割

（36.0％）で、平均は 70.0歳でした。一方、親が要介護状態だったことがある方の

介護の開始時期は、80代が約４割（40.5％）で、平均は 73.1歳でした。 

 

◆親の介護の備えはいつごろから行うべきだと思いますか。 

備えを始めるべきだと思う親の年齢をお答えください。 

＊親が要介護状態だったことがない方を対象（n=727） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆親の介護はいつから始まりましたか。始まったときの親の年齢をお答えください。 

＊親が要介護状態だったことがある方を対象(n=264) 

 

  

10 歳単位 ％ ５歳単位 ％ 

40 代以下 1.8  ～49 1.8  

50 代 9.7 
～54 7.2  

～59 2.5  

60 代 26.8 
～64 14.4  

～69 12.4  

70 代 36.0 
～74 21.7  

～79 14.3  

80 代 22.0 
～84 16.8  

～89 5.2  

90 代以上 3.7  90～ 3.7  

 

10 歳単位 ％ ５歳単位 ％ 

40 代以下 6.8  ～49 6.8  

50 代 7.2 
～54 5.3  

～59 1.9  

60 代 12.5  
～64 5.3  

～69 7.2  

70 代 26.2  
～74 12.9  

～79 13.3  

80 代 40.5  
～84 25.7  

～89 14.8  

90 代以上 6.8  90～ 6.8  

 

（％） 

（％） 
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親が要介護状態になった場合の対応について、「決まっていること・把握している

ことはない」は７割超（75.2％）となり、多くの人が備えに着手していないことがわ

かりました。なお、決まっていることのトップは「介護を担う人」（10.5％）でした。 

「介護の備えを始めるべき親の年齢」（p.8 上部）の平均は 70.0 歳でしたが、「決

まっていること・把握していることはない」のうち、親の年齢が 70歳以上の方は６

割（62.3％）を占めています。また、「介護の備えを始めるべき親の年齢」の回答が、

調査時の親の年齢を超えている方についても、約７割（71.8％）が「決まっているこ

と・把握していることはない」という結果になり、必要とわかりつつもなかなか取り

かかれていないようです。 

 

◆親が要介護状態になった場合の対応について、 

決まっていること・把握していることをお答えください。（複数回答可） 

＊親が要介護状態だったことがない方を対象 

    

「決まっていること・把握していることはない」

との回答者の親の年齢(n=547) 

10 歳単位 ％ ５歳単位 ％ 

60 代 37.7 
～64 21.2  

～69 16.5  

介護の備えを始めるべき親の年齢（p.8上部） 

平均 70.0 歳 

70 代 32.7  
～74 17.5  

～79 15.2  

80 代 25.0  
～84 15.5  

～89 9.5  

90 代以上 4.6 90～ 4.6  

 

62.3％ 

【決まっていること・把握していることの有無】 

＊「介護の備えを始めるべき親の年齢」（p.8上部）の 

回答が、調査時の親の年齢を超えている方を対象 

（n=326） 

(n)

介
護
を
担

う
人

資
産
状
況

の
把
握

介
護
費
用

を
負
担
す
る
人

生
活
す
る

（

介
護
を

す
る
）

場
所

親
本
人
に

よ
る
資
産
管
理
が

難
し
く
な
っ

た
場
合
の
対
応

決
ま
っ

て

い
る
こ
と
・

把
握
し
て

い
る
こ
と
は
な
い

全　体 727 10.5 9.9 8.8 8.0 6.6 75.2

男性 378 12.2 9.8 9.8 6.9 7.1 74.3

女性 349 8.6 10.0 7.7 9.2 6.0 76.2

20代 158 10.8 12.7 7.6 9.5 4.4 72.8

30代 176 9.7 8.0 5.1 5.7 8.0 79.0

40代 158 9.5 7.0 5.7 6.3 6.3 75.3

50代 144 11.8 11.1 13.9 9.7 7.6 75.7

60代 91 11.0 12.1 15.4 9.9 6.6 71.4

性
別

年
代

10.5 9.9 8.8 8.0 6.6

75.2

0%

20%

40%

60%

80%
全 体
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ｂ．親の希望と実際の対応（予定含む） 

「主に介護を担う人」および「生活する（介護をする）場所」について、“親の希

望”と“実際の対応（予定含む）”の比較を行いました。 

＊親が要介護状態になった場合の各項目の対応が決まっている方を対象 

（前問の回答だけではなく、親が要介護状態だったことがある方の回答も含む） 

＊親が要介護状態だったことがある方は、介護が始まる前のことについて回答 

 

①主に介護を担う人（n=165） 

“親の希望”・“実際の対応（予定含む）”ともに、「父または母」（要介護者の配偶

者）と「自分自身」がそれぞれ３割を超えました。「父または母」・「自分自身」・「兄

弟姉妹」の計は７割を超え、“介護は配偶者または子どもが行う”という意識・現状

が強く表れています。また、「介護職員」は、“親の希望”（13.3％）と“実際の対応”

（20.0％）に 6.7ptの差が生じました。 
 

◆主に介護を担う人について、親の希望と実際の対応（予定含む）を教えてください。 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

②生活する（介護をする）場所（n=152）

“親の希望”・“実際の対応（予定含む）”ともに、“自宅”（「介護保険サービスを利

用せず」、「利用しながら」の計）が６割超と高くなりました（親の希望：76.3％、実際

の対応：68.5％）。また、「介護施設」は、“親の希望”が 16.5％であるのに対し、“実

際の対応”は28.9％と 12.4ptの差が生じており、在宅介護の難しさがうかがえます。 
 

◆生活する（介護をする）場所について、親の希望と実際の対応（予定含む）を教えてください。 

 

 

  

（％） 

配偶者または子ども 

親の希望 ：75.2％ 

実際の対応：72.1％ 

自宅 

親の希望 ：76.3％ 

実際の対応：68.5％ 

（％） 
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ｃ．介護費用 

親が要介護状態だったことがある方に、１か月当たりの介護費用（一時的なものを

除く）のうち自身が負担した金額を聞いたところ、「負担なし」が約２割（19.8％）

で、残りの約８割（80.2％）が“負担あり”という結果になりました。負担額は３万

円以下が最多（43.9％）となり、平均は 44,690円でした。 

介護費用を誰が負担するかは各家庭の判断になりますが、子どもの生活を守るた

めに、まずは要介護者である親本人の負担が基本とされています。しかし、利用する

サービスや所得、介護度等で高額になるケースもあり、親の負担のみでまかなえるか

はその時にならなければわかりません。施設や受けるサービスの選択にあたっては、

親の希望だけではなく、親の資産状況および支払える金額を事前に把握しておくこ

とが重要です。 

 

 

◆月々の親の介護費用（介護用ベッドの購入や住宅改修などの一時的なものを除く）のうち、

ご自身が負担した（している）金額を教えてください。 

＊親が要介護状態だったことがある方を対象 

 

 

  

負担あり：80.2％ 
(n) (%)

273全　体 19.8 43.9 13.2 10.3 12.8 

負担なし 3万円以下 5万円以下 10万円以下 30万円以下
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３．親の資産の管理方法 

ａ．親の判断能力の低下と資産凍結 

親が認知症等により判断能力がないと評価された場合、財産保護を目的として銀

行等が口座を凍結しますが、このことについては約６割（56.7％）が「知らない」と

回答しました。凍結されると、家族でも生活費の引き出しや介護費用等の送金ができ

なくなるというリスクが発生し、結果として、子どもが親の介護費用等を負担し続け

るケースも出てきます。この事態を回避するためには事前対策が必要ですが、資産凍

結リスクを知っている方でも約６割（57.3％）が「特に対策をとっていない」という

状況です。なお、対策で最も活用されている制度は家族信託でした（「家族信託を行

っている」12.2％）。 

 

 ◆認知症等で「判断能力がなくなった」と評価された場合、預貯金の引き出し（銀行口

座の凍結）や不動産財産の処分等ができなくなり、事前対策を行っていなければ家族

でも対応できません。そのことについて知っていましたか。（n=1,000） 

 

 

 

 

 

 

 

◆資産凍結リスクの対策をとられていますか。 

 (複数回答可) 

＊資産凍結リスクを「知っている」方を対象

（n=433） 

  

 

  

特
に
対
策
を
と
っ

て
い
な
い

家
族
信
託
を
行
っ

て
い
る

家
族
信
託
を
行
う
予
定

判
断
能
力
が
な
く
な
っ

た
ら

法
定
後
見
制
度
を
利
用
す
る

任
意
後
見
制
度
を
利
用
す
る
予
定

任
意
後
見
制
度
を
利
用
し
て
い
る

現
時
点
で

法
定
後
見
制
度
を
利
用
し
て
い
る

そ
の
他
の
対
策
を
と
っ

て
い
る

57.3

12.2
9.2 7.6 7.4

4.6 3.2
0.7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%全 体
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(n) (%)

815全　体 32.1 14.2 16.6 37.1

事前に備えたい。家族信託を検討したい

事前に備えたい。任意後見制度を検討したい

親の判断能力がなくなるまでは対策をとらない。判断能力がなくなった

際は法定後見制度を活用する

特に対策を行わない。親の判断能力がなくなっても各種制度を活用する

つもりはない

ｂ．資産凍結リスクへの備え方 

資産凍結リスクの備えを行っていない方（判断能力の低下による資産凍結のリス

クを「知らない」、または「知っているが特に対策をとっていない」との回答者）に

今後の対策について聞いたところ、約４割（37.1％）が「特に対策を行わない。親の

判断能力がなくなっても各種制度を活用するつもりはない」でした。その理由として、

約４割（40.4％）が「成年後見制度は柔軟な財産管理・資産運用ができない」ことを

挙げ、また、「制度の内容が難しく理解できない」（16.9％）や、「初期費用が高い」

（12.9％）という声もあり、親の資産管理対策の難しさが浮き彫りになりました。 

 

◆今後、親の資産凍結リスクの対策を検討されますか。 

＊資産凍結のリスクについて「知らない」「知っているが特に対策をとっていない」 

との回答者を対象 

＊回答者には p.14「【参考】親の財産管理方法」を提示 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆いずれの制度も利用しない理由を教えてください。（複数回答可） 

＊前問にて「特に行わない。親の判断能力がなくなっても各種制度を活用するつもり

はない」との回答者を対象(n=302) 
 

 

 

 

  

位 理  由 ％ 

1 成年後見制度は柔軟な財産管理・資産運用ができない 40.4 

２ 管理するほどの財産がない 19.5 

３ 制度の内容が難しく理解できない 16.9 

４ 必要性を感じない 14.2 

５ 初期費用が高い 12.9 

６ 制度の情報が不足している  9.9 

７ 成年後見人への不信感  7.6 

８ 
受託者の権限・負担が大きい 

 7.3 
家族仲が良くない 

10 
導入コスト・ランニングコストが発生し、 

後見人への報酬を支払い続けなくてはいけない 
 6.0 

11 本人が亡くなるまでやめられない  5.6 

12 後見人の変更が難しい  4.6 

13 専門家への相談が必要  4.0 

14 親族が後見人になれないことがある  3.6 

15 親族間のトラブルになる可能性がある  3.3 

16 裁判所や専門家等の第三者が介入する  3.0 

17 その他  1.7 
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【参考】親の財産管理方法 

 

 

 

以上 

 ①家族信託 ②任意後見制度 ③法定後見制度 

受託者・ 

後見人の選任時期 

本人に判断能力が 

あるときに契約 

本人に判断能力が 

あるときに契約 
本人の判断能力が 

著しく低下してからのみ 
※判断能力を失ってからは不可 

受託者・後見人 本人が選べる 
裁判所が選任 

本人は選べない 

柔軟度 自由度が高い 
本人の希望・ 

契約内容を最大限反映 

家庭裁判所の判断で範囲が 

制限されることが多い 

初期費用 

手続き費用・ 

（専門家に依頼する場合）

コンサルティング料等 

申し立て時に発生する 

費用、専門家への報酬等 

申し立て時に発生する費用、

鑑定費用、各種証明書の発行

費用、専門家への報酬等 

ランニングコスト 
受託者が親族の場合等、

なしとすることもある 

任意後見監督人・ 

任意後見人への定期的な報酬 
成年後見人の定期的な報酬 

終了時期 契約で自由に設定 
（原則） 

途中でやめることはできない 
途中でやめることはできない 


